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        市民投票制度の個別論点の整理について 

論点１ 投票の対象事項 

１ 自治基本条例における規定 

 （１）上越市自治基本条例における規定（抜粋） 

 

 

 

（２）市民投票が実施されるための条件 

  ・市民投票が実施されるためには、以下の２つの条件をいずれも満たす必要がある。 

発議の主体 条件１（対象事項） 条件２（投票の必要性） 

市民 民意の高まり … 署名数、又は、署名数と市議会の議決

市議会 
政治的判断 … 一定数の議員又は委員会の提案と市議

会の議決 

市長 

市政運営に係る重要事項（市及び市民全体

に多大な影響を及ぼす事案）であること。

（各主体共通） 政治的判断 … 民意が二分されている等市長による判

断が困難な場合等 

 

（３）市民投票の対象事項に関する過去の意見 

 

 

 

 

 

平 成 20 年 9 月 1 7 日

第 3 回 検 討 委 員 会

資 料 N o .2

みんなで創る自治基本条例市民会議における議論（議事録の抜粋） 

○ 「住民投票が安易に使われることになってはならない」と考えている。いたずらに上越市を混乱させるような事態に陥っては困るということは十分に考えている。 

○ 単に良いか悪いかだけで拙速に投票を実施してしまっては、住民投票の意味が全くない。 

○ 住民に高いハードルを課した上で住民投票を行って民意を問うということが大切ではないか。 

○ 市民投票の対象とする案件については、「市民の中で意見が割れている」、あるいは、「本当に市民の意思を最終的に確認する必要がある」ものに限られるのでないか。 

第３８条 市長は、市政運営に係る重要事項について、広く市民の意見を確認し、その意見に沿った決定

をなすため、市民投票を実施することができる。 

１０ 市民、市議会及び市長等は、市民投票が実施されたときは、その結果を尊重しなければならない。

○投票に付される（条件 1・2を満たす）事項のイメージ

市政運営に係る事項 

市民投票に付さ

れる事項 

投票以外の市民参画

（審議会、地域協議

会、パブリックコメン

ト等）がなじむ事項 市政運営に係る

重要な
．．．

事項 
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（４）市民投票の対象となる「市政運営に係る重要事項」に関する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民投票に付すべき「市政運営に係る重要事項」とは… 

 

       

 

 

 

 

 

  

 と整理できると考えるが、具体的な規定をどうすべきか。 

前述の（１）～（３）を踏まえた検討の視点（案） 

○制度上の位置付け 
・市政運営に係る重要事項について、投票という手段を通じて市民の意思確認を行うための市民参画の仕組みである。 

○間接民主制との関係 
・住民投票制度は、住民の意思と議会、行政との間にギャップが生じているときに行われるものではないか（間接民主制の補完機能）。 

○市民参画からの考え方 

・市民投票については、安易に発動されるものではなく、十分な議論が尽くされた後、「市民の中で意見が割れている」あるいは「市民の意思を最終的に確認する必要がある」も

のを対象とすべきではないか（他の手段で代替が可能であれば、そちらの手段で解決を図るべきである）。 

○対象・範囲 

・制度の位置付けを踏まえると、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものであるべきではないか。 

○署名数との関係 

・自治基本条例の規定においては、「市政に係る重要事項」について一定の署名が集まった場合に実施できることになっているが、こうした署名数をもって全て「市政運営に係る

重要事項」と捉えることはできないのではないか。 

上記を受けて… 

① 市及び市民全体に直接の利害関係を有するもの 

② 市民の中で意見が大きく二分されている、又は市民、議会もしくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況等が存在していること 

③ 十分な議論を尽くした後、市民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるもの 

議論の結果 

（第３回検討委員会での議論） 

 



3 

２ １を踏まえた投票の対象事項についてのこれまでの議論の整理 

 

 

 

 

 
 検討委員会における議論 検討委員会における議論 

  ○投票になじまないようなものは、そもそも署名が集まらないので、投

票の対象事項は限定しないでよいのではないか。 
○投票になじむかどうかは市民の解釈に委ねたらどうか。  
○すべて対象案件とした上で、仮に名誉毀損や人権侵害につながるよう

な案件を請求しようとする場合には行政指導で対応してはどうか。 
○投票の請求を行い、仮に市長が投票を行うことが適当でないと明らか

に認められると判断した場合、訴訟が考えられるが、市民投票という

住民自治の制度の入口で訴訟が起こることは問題があるのではない

か。 

 ○ 市の権限に属さない事項以外は除外した方がよ

いのではないか。 
○ 市の組織や人事等、市長の専決事項については、

除外するべきではないか。 
 

     

検討の視点（案）  検討の視点（案） 検討の視点（案） 

○市民参画の機会の確保という市民投票制度の趣旨

や、将来起こりうる事項をすべて予測することは不

可能であることを考えると、投票の対象事項を列挙

することは困難ではないか。 

 

 ○全て対象案件とした場合、市民の判断基準が不明確であり、行政の裁

量も広くなるのではないか。 

○法制執務上、明らかに投票になじまないものが投票に付された場合、

どのように取り扱うかを想定しておく必要はないか。その点において、

自治基本条例の規定を踏まえ市民投票の対象となる「市政運営に係る

重要事項」であるかどうかと、署名の数は切り離して検討するべきで

はないか。 

○投票になじむかどうか市民の解釈にすべて任せ、その投票結果を受け

取っても市が何もできないものであった場合、投票結果を尊重できな

いのではないか。 

○対象にならないものを行政指導で対応する場合、仮にその対応に不服

があっても救済措置の点で不十分であり、自治基本条例第２４条に規

定する行政手続の規定の趣旨に反し、市民参画の権利保障の観点から

問題はないのか。 

○市長が投票の対象事項になるどうか行政処分として判断し、不服があ

る場合には不服申し立て等の救済措置を可能にすることで、市の責任

を明確化する必要があるのではないか。行政処分で対応することによ

り、合理的な理由がなければ投票の対象から除外できないようにすべ

きではないか。 

 ○投票の対象事項については、運用による恣意性を

排除するため、明らかに投票の対象とならない事

項は明確に条文として規定すべきではないか。 
○投票の対象事項にならないものについては、除外

規定に基づき、市長が責任をもって行政処分とし

て判断し、不服がある場合には不服申し立て等が

できるような仕組みを整えておく必要はないか。

 

 
 
「選択肢１ 限定列挙を行う」を選択 

 
 
「選択肢２ 全て対象案件とする」を選択 

 
 
「選択肢３ 除外規定を設ける」を選択
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３ 投票の対象事項の具体的な規定方法の再整理 

（１） 投票の対象事項の具体的な規定方法についての事務局の整理 

事務局の考え方 

○投票の対象事項については、運用による恣意性を排除するため、明らかに投票の対象とならない事項は明確に条文として規定する。 
○投票の対象事項にならないものについては、除外規定に基づき、市長が責任をもって行政処分として判断し、不服がある場合には不服申し立て等ができるような仕組みとする。 
 

 

 ※事務局の整理（案）： 上記の考え方を踏まえ、「選択肢３ 除外規定を設ける」を中心に検討を進めることとしたい。 

 

（２）検討委員会に提示した除外規定の例 

 
除外規定を設ける（投票の対象外とする事項を限定して規定） 

規定 

○市の権限に属さない事項 ○法令等に基づく事項（地

方自治法により住民投票

できる事項） 

○特定の市民、地域にのみ

関する事項 

○市の組織、人事及び財務に関

する事項 

○その他、市民投票を行うことが適当

でないと明らかに認められる事項 

内容 

・国等の権限のみで行う政策な

ど、市の権限が及ばない事項

について投票対象から除外す

る。 

・ 地方自治法に基づく直接

請求による議会の解散請

求、議員及び市長の解職

請求、合併協議会設置等

に伴うものがある。 

・特定の市民又は地域の利

害に大きく関わる事項に

ついて、直接的に利害に関

わらない多数の住民の判

断に委ねることにより不

合理が生じることを防ぐ。

・純然たる市役所の内部管理（執

行機関等の固有の権限・専決事

項）の事項について投票対象か

ら除外する。 

・除外規定を設ける際に、除外すべき

事項を全て挙げきることができない

ため、当該規定を設ける。 

 

（３）これまでの議論を踏まえた除外規定の具体的な規定内容の検討について 

ア 「市の権限に属さない事項」について 

検討委員会における議論  検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○「市の権限に属さない事項」を除外すると、吉

野川可動堰建設問題等、他の自治体でこれまで

行われてきた投票が実施されなくなってしま

うのではないか。 
○市の権限に属さないものであっても、市民の生

活に密着しているものが多く、投票の対象から

除外するのは問題があるのではないか。 

 ○国や県の法令の改正を求めるような案件等、市

の権限に属さないものについて投票に付して

も、投票結果について尊重義務を果たすことが

できず、実効性を持つことができないのではな

いか。 

○市の権限に属さないものについて、法律の改正

や廃止等の対応はできないが、市として意思表

明をすることであれば可能ではないか。 

 ○「市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示し

ようとする場合には、この限りではない。」という規定とする。 
○国や県の法令の改廃等の市の権限に属さないものについては除く

が、市の意思表明については可能とする。 
＜投票の対象とならない事項の例＞ 
・市が県立病院の設置を決定すること 
・市が国道（又は県道）整備を決定すること 
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  イ 「法令等に基づく事項（地方自治法により住民投票できる事項）」について 

検討委員会における議論  検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○「法令等に基づく事項」については、投票

の対象外としてもよいのではないか。 
 
 

 ○法令等に基づき住民投票を行える事項について、市民投票に

関する条例で行えることにすると、条例と法律の間で手続上

の法律的問題が発生するのではないか。 

 

 ○「議会の解散、議員の解職、市長の解職等その他の法

令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項」

という規定とする。 
○法令等に基づき住民投票できる事項については確認の

意味もこめて除外する。 
＜想定している投票の対象とならない事項の例＞ 
・議会の解散    
・議員の解職 
・市長の解職 
・合併協議会の設置  

  

 ウ 「特定の市民、地域にのみ関する事項」について 

検討委員会における議論  検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○特定の市民、地域にのみ関する事項はあい

まいで不明確ではないか。 
 
 
 
 
 
○仮に公共施設を建設するにしても必ず特

定の地域に建設するため、特定の地域にの

み関する事項であるという理由で、投票の

対象から除外される可能性があるのは問

題があるのではないか。 
○特定の市民を誹謗中傷するような投票案

件はそもそも署名が集まらないのではな

いか。 

 ○特定の市民又は地域に大きく関わる事項について、直接的に

利害に関わらない多数の住民の判断に委ねることにより、少

数意見を押さえ込む結果となってしまうのではないか。 

 

＜特定の市民にのみ関する事項について＞ 

○特定の個人についての誹謗中傷を目的にするような案件は、

これまでの他の自治体での住民投票の状況を鑑みるに、投票

の案件として請求されることは考えにくい。ただ、仮に請求

された場合には、投票の対象外とする根拠が必要ではないか。

 

＜特定の地域にのみ関する事項について＞ 

○左記のような公共施設の建設が、当該規定により全て投票の

対象事項から外れてしまうのは妥当ではないのではないか。 

○特定の地域に関する事項として、他の自治体が想定している

ような、特定地域に一方的に不利益を与えたり、恣意的に権

利を誘導するような案件のほか、特定地域のみで完結する事

項で全市的に意見を確認する必要性が低い事項等、明らかに

特定地域のみに関る事項については、これまでの他の自治体

での住民投票の状況を鑑みるに、投票の案件として請求され

ることは考えにくいのではないか。ただ、仮に請求された場

合には投票の対象外とする根拠が必要ではないか。 

 ○当該規定については、除外規定として設けないことと

する。 

 

○後述の「その他、市民投票を行うことが適当でないと

明らかに認められる事項」の規定を設けることによっ

て、特定の個人の誹謗中傷を目的としたものや、特定

の地域をのみを対象とするもので、明らかに投票の対

象としてふさわしくないものが請求された場合には、

「その他」規定により除外する。 
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エ 「市の組織、人事及び財務に関する事項」について 

検討委員会における議論  検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○市長の補助機関たる行政の組織について

投票の対象事項とするのは問題があるの

ではないか。 
 
 
○夕張市のように財政破綻した自治体の事

例を考えると、財務に関する事項について

も市民投票を行うことを認めてもよいの

ではないか。 
 

 ○職員の任免や指揮監督等の市の組織、人事等の内部事務処理

に関する事項については、地方自治法に定める市長の専決事

項（地方自治法第１４９条）であり、投票になじまないので

はないか。 

 

○財務に関する事項について、予算の調製権は市の内部事務処

理にあたるのではないか。 

○市政運営において政策を実施するためには財政支出は不可欠

であり、財政支出を伴うもの全てを市民投票の対象から除外

するのか。 

○地方自治法に規定する直接請求の除外事項である「地方税の

賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料」については、市民

の負担が軽くなることのみをもって何人にも一応の賛成が得

られやすいものであり、その結果が当該団体の財政に与える

影響について十分検討がされないままに容易に請求が成立す

る可能性があるので除外すべきではないか。 

 ○「市の組織、人事、財務その他市の執行機関の内部事

務処理に関する事項」 

とする。 

 

＜想定している投票の対象とならない事項の例＞ 
・○○部長（又は課長）の降格 

・○○課の設置 

・行政の予算の調製権を否定するような投票事項 

 

○「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料に

関する事項」 

とする。 

 

＜想定している投票の対象とならない事項の例＞ 
・国民健康保険税の減額 

・公共施設の使用料の減額 

 

  オ 「その他、市民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項」について 

検討委員会における議論  検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○どのような場合に適当でないかが不明確

ではないか。 

 

 

 

 

○行政の恣意で市民投票の対象事項を限定

してしまうのではないか。 

 

 ○市民投票に付することが明らかに適当でない事項をすべて列

挙することが望ましいが、現実的には困難である。また、社

会経済情勢の変化等に応じて、現時点は想定されない事由が

生じる可能性もあることから、このような概括的な項目を設

けることが必要ではないか。 

 

○どのような案件が該当するかについては、制度的に市長が判

断することになるが、その判断については自由裁量が認めら

れているわけではなく、合理的理由が必要となるのではない

か。 

 

 ○「その他、市民投票を行うことが適当でないと明らか

に認められる事項」とする。 

 

○投票の対象事項にならないものについては、市長が責

任をもって行政処分として判断し、不服がある場合に

は行政訴訟も可能にする。 
○市長は自らの判断に基づく説明責任を果たす上で必要

な手続きを規定する。 
 
＜想定している投票の対象とならない事項の例＞ 
・「上越市の産業を活性化すること」等の賛否の基準が

明確ではないもの 

・特定個人を誹謗中傷するもの 

・○○地区の歩道整備 

・○○地区のごみ出しルールの変更 
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論点２ 投票（請求）資格者 

２－１ 市民投票の投票（請求）資格者の在住要件 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 選択肢１：自治基本条例に定める市民（通勤・通学者等を含む） 選択肢２：市内に住所を有する市民 選択肢３：市内に住所を有する市民のうち、３ヵ月以上の在住者

特徴 ・自治基本条例上の満１８歳以上の市民（通勤・通学者等を含

む）が制度を利用できる。 
・市内に住所を有する満１８歳以上の市民に限り制度を利用で

きる。 

・公職選挙法と同様に、一定期間市内に住所を有する１８歳以

上の市民に限り制度を利用できる。 
課題 ・通勤・通学者等を含むため、投票（請求）資格者の把握と投

票資格者名簿の作成が技術的に困難である。 
・二重投票などの不正投票が行われるおそれが強い。 
・市の将来を左右するような案件や、将来にわたる大きな財政

負担を生じさせるような案件の投票結果について通勤・通学

者等が参画することが妥当であるか疑問が生じる。 

・市民参画の制度の一つである市民投票制度の性質を踏まえ、

権利を行使できる市民を限定することが妥当であるか疑問が

生じる。 

・投票資格者名簿作成の基準日の設定方法を検討する必要があ

る。 
・在任期間の定めがないと特定団体の一時的な転入等により、

投票結果を歪曲されるおそれがある。 

・市民参画の制度の一つである市民投票制度の性質を踏まえ、

権利を行使できる市民を限定することが妥当であるか疑問が

生じる。 
 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○住民投票の資格を住民以外まで認めるのは技術的に

難しいのではないか。他の自治体でも住民以外に認め

るところはない。 
○自治基本条例では「市民」を広く捉えているが、個別

の条例で具体的な権利や責務の対象となる「市民」の

範囲を限定することになっているため、現在検討して

いる市民投票条例で自治基本条例と同じ範囲を想定

はしていない。 
 
 
 
 

 ○公職選挙法における地方選挙に関する選挙の要件

の考え方は、「地縁的関係などからみて、少なくと

も引き続き一定期間その地域に住んでいる者に、そ

の地域の住所としての権利を与えることが住民自

治の趣旨にかなう」とされており、市民投票制度に

ついても在住要件を３ヶ月間とするのは合理的な

のではないか。 
○市民投票の資格を住民以外まで認めるのは技術的

に難しいのでないか。 

 ○市政の重要事項について市民の意思を確認する市民

投票制度については、地縁的関係などからみて、少な

くとも引き続き一定期間その地域に住んでいる者に、

その地域の住所としての権利を与えることが住民自

治の趣旨にかなうことから、在住要件３ヶ月間とする

のが合理的である。 
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論点２ 投票（請求）資格者 

２－２ 外国人の投票資格 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 選択肢１：認めない（日本国籍を有する市民に限定） 選択肢２：永住外国人に限定して認める 選択肢３：永住外国人と在留資格をもつ３年以上の在留者に認める

特徴 ・外国人に投票（請求）資格を認めない 
・外国人に対する投票資格者名簿を作成する必要がなく、コ

ストが低い。 

・一定期間以上日本に在留し、日本での生活の基盤は確立され、

納税義務を負い、永住の意思を示している外国人のみに資格を

認める。 

・永住外国人に加え、最長３年の在留資格を更新し、日本に滞在

しようとする意思を明確にしている外国人にも資格を認める。

課題 ・自治基本条例では、市民投票制度を市民参画の制度ととら

えているが、日本人と同様に市内で生活を営む外国人の市民

参画の権利を認めないことになってしまう。 
・市の将来を左右するような案件や、将来にわたる大きな財政

負担を生じさせるような案件については、当市で日本人と同

様の生活を営む外国人に対しても意見を聴く必要がある。 

・自治基本条例では、市民投票制度を市民参画の制度ととらえて

いるが、日本人と同様に市内で生活を営む外国人の市民参画の

権利の範囲を明らかにする必要がある。 
・市内で日本人と同様に生活を営むという観点から、長期滞在の

外国人を資格者に含めなくてよいか検討する必要がある。 
 

・市民投票制度は、重要な市民参画の制度ととらえているが、こ

の権利の資格者を、在留資格を更新し、滞在の意思を明確にし

ている外国人にまで拡大すべきかどうか検討する必要がある。

 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

＜外国人に認めるかどうか＞ 
○自治基本条例において、多文化共生について触れられているこ

とも踏まえれば、外国人について投票資格を認めることは妥当

なのではないか。 
○国政レベルで外国人への参政権付与（地方参政権）の議論も行

われており、外国人も地域住民の一員であることを認識すべき

ではないか。 
 
＜外国人に認める場合の範囲について＞ 
○永住外国人については、日本で生まれ育ち、日常生活を営み、

日本の学校にも通っている場合もある。住民税や所得税を払っ

ていながら、公職選挙法の選挙権を持たないが、地域生活にお

ける重要な案件に関与できないことは問題ではないか。 
○在留資格をもつ３年以上の在留者に対して認めることについ

ては反対しないが、積極的に賛成するものではない。 

 ＜外国人に認めるかどうか＞ 
○自治基本条例における市民には外国人も当然含

まれることを考慮すべきではないか。 
○国政レベルで外国人について地方参政権を付与

することの議論も行われており、外国人も地域

住民であることを認識すべきではないか。 
 
＜外国人に認める場合の範囲について＞ 
○永住外国人については、日本で生まれ育ち、日

常生活を営み、日本の学校にも通っている場合

もある。住民税や所得税を払っていながら、公

職選挙法の選挙権を持たず、地域生活における

重要な案件に関与できないことは問題ではない

か。 
○在留資格をもつ３年以上の在留者に認める場合

にどのような理由で認めるか。 
○永住の意思を示さず、原則短期滞在の意思を持

っている外国人に対し、在留資格３年以上の要

件をもって投票資格を認めてよいか。 
 

 ＜外国人に認めるかべきか＞ 
 

○外国人も地域住民であり、投票資格者として認め

ることが妥当である。 

 

 

＜外国人に認める場合の範囲について＞ 
○投票資格の対象となる範囲については、永住外国

人に限定して認めるものとする。 
○永住者については、一定期間以上日本に在留し、

日本での生活基盤が確立され、日本人同様納税の

義務を負い、永住の意思を示していることを考え

ると投票資格を認めることは合理的である。 
○永住の意思を示さず、原則短期滞在の意思を持っ

ている外国人に対しては投票資格を認めるまで

には至らないと考える。 
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論点２ 投票（請求）資格者 

２－３ 外国人の投票資格者名簿の作成 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 選択肢１：投票資格者名簿を登録制により作成する。 選択肢２：投票資格者名簿を職権により作成する。 

特徴 ・ 外国人については、投票資格者名簿を自動的に作成するのではなく、本人の意思により登録

を行う方法を採用し、登録された外国人について投票資格者名簿に登載する。 
・ 投票資格をもつ外国人の把握を比較的容易に行うことができる。 

・ 外国人について、外国人登録原票を利用して、職権で自動的に投票資格者名簿を作成する。

・ 比較的多くの外国人が投票資格をもつことが可能になる。 

課題 ・ 情報提供を十分に行わなければ、市民投票制度を知らなかったため市民投票に参加できない

可能性がある。 
・ 投票資格者の登録可能な期間や登録の締め切り日をどのように設定するかを検討する必要が

ある。 
 

・ 外国人登録法において、外国人登録原票は非開票になっており、市民投票により目的外利用

をしてよいかという問題がある。 
 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○投票資格者名簿については、各地域の外国人の

人数や地域特性等を考慮する必要がある。 
○外国人の投票資格者を広げた場合（例えば３年

以上の在留者まで認める場合）、実務上、在留資

格の有無を把握できるかどうかを検討する必要

がある。 
 

 ○投票資格者名簿を登録制にすることは市民参画の権利を

狭めることにならないのか。 
○投票資格者名簿を職権で作成する場合、技術的に可能で

あるのか。 
○外国人登録原票は非開示が原則であり、目的外利用をす

ることについてどのような整理を行うのか。 
○３年以上の在留者まで認める場合に、実務上投票資格に

ついて正確に把握できるかどうか確認する必要があるの

ではないか。 

 ○外国人の投票資格者名簿については、登録制にする

か職権により作成するかは、市民参画の観点、投票

資格者名簿作成における事務処理の観点から検討す

る。 
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論点３ 投票の形式 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 選択肢１：二者択一に限定 選択肢２：選択肢の数は定めない 選択肢３：原則、二者択一、場合により多数の選択肢も認める 

特徴 ・投票しやすい。 ・選択肢が二者択一では判断しづらい案件について判断すること

ができる。 
 

・二者択一を原則としつつ、多数の選択肢を認めており、設問に

柔軟に対応することができる。 

課題 ・設問があいまいな場合には、二者択一はなじまない。 
・対象事項の検討にあたり有力な選択肢が３つ以上ある場合

に対応できない。 
 

・選択肢の設け方によっては、投票結果の検証が困難になる場合

もある（「条件付き賛成」等の選択肢を容認すると、総論賛成各

論反対の状況が生まれ、市としては市民の判断を読み誤る可能

性がある。）。 
・選択肢の設け方によっては、少数意見が最多投票となることも

あり得る。（投票のパラドックス） 
・多数の選択肢がある段階では、議論の深まりが不十分であり、

市民投票の実施することが妥当であるか疑問が生じる。 

・二者択一を原則としていることから、どのような場面で多数の

選択肢を認めるのかを明らかにする必要がある。 
・誰が、いつ多数の選択肢を採用することを認める判断を下すの

かを明らかにする必要がある。 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案）  事務局による論点の整理（案） 

○住民投票制度は政策決定に関するものであり、アンケートと

は違うので、二者択一が妥当なのではないか。 
○他の自治体の事例では、合併を問う住民投票で三択の選択肢

を採用したが、うまくいかなったことを考えると二者択一が

妥当なのではないか。 
○選択肢を増やすと収拾がつかなくなる可能性があるので、住

民投票をやるのであれば、議論を深め、案を一つに絞ってか

ら行うのがよいのではないか。 

 ○市民投票制度は政策決定に関するものであり、アン

ケートとは違い、投票の対象事項について議論が十

分行われ、選択肢が２つに絞られたような状況で行

うことが適当であるため、二者択一が妥当ではない

か。 
 

 ○市民投票制度は政策決定に関するものであ

り、アンケートとは違い、投票の対象事項に

ついて議論が十分行われ、選択肢が２つに絞

られたような状況で行うことが適当であるた

め、二者択一が妥当である。 
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論点４ 投票の成立要件 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 
選択肢１：投票率 

（投票者数/投票資格者総数） 
選択肢２：得票率 

（市民投票において過半数を占めた選択肢に対する投票

者総数/投票資格者総数） 

選択肢３： 

成立要件を設けない。 

開票の有無 

 
・投票率に満たない場合には、開票しない。 

 
・票数に関係なく開票し、公表する。 

尊重義務 

・投票率を満たし、投票が成立した場合に、開票され、投

票結果について尊重義務が発生する。 
・一つの選択肢が得票率を満たした場合に、投票結果につ

いて尊重義務が生じる。 
・ただし、票数に関係なく開票され、公表される。 

・票数に関係なく、投票結果について尊

重することになる。 

特徴 

・市民投票の乱発化を抑制できる。 
・一定割合以上の投票資格者の意思を反映したものであ

り、投票結果の信頼性が高い。 

・市民投票の乱発化を抑制できる。 
・一定割合以上の投票資格者の意思を反映したものであ

り、投票結果の信頼性が高い。 
・投票率を設定する場合に比べて、ボイコット運動が生じ

にくい。 

・市民投票のハードルが低く、制度を利

用しやすい。 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案） 
 

事務局による論点の整理（案） 

○市民投票は諮問型の投票制度であり、拘束力はなく、結

果の尊重義務に止まるので、成立要件は設けなくてもよ

いのではないか。 
○投票を行う際は、市民は義務感をもって投票に行くの

で、当然開票され公表されること期待しているのではな

いか。投票結果を開票しないことで、投票した行為を無

視するのは問題ではないか。 
○投票率を設定してしまうと、吉野川可動堰の例のように

ボイコット運動が発生してしまうので好ましくないの

ではないか。 
○得票率２５％であれば、結果的に投票率５０％と同じ効

力を発生させ、ボイコット運動も生じないため有効では

ないか。 
○普通選挙において最低投票率のような成立要件がない

のに、住民投票だけ高いハードルをつくるのは問題があ

るのではないか。 

 ○成立要件を設けないとすれば、票数が非常に少ない場合に投

票結果をどのように判断すればよいのか。 
○市民投票はアンケートとは違い、政策等の方向性を決めるも

のであり、極めて強い政治的拘束力を持つことから、投票結

果の一定の信頼性を確保するための基準は必要ではないか。

○投票結果を公表されれば、条例上尊重義務が発生しない場合

であっても、その結果を考慮せざるを得なくなるため、投票

の尊重義務という考え方自体が意味をなさないのではない

か。 
○投票運動を自由とするのではあれば、ボイコット運動も市民

が選んだ一種の投票運動であるとはいえないか。 
○得票率２５％とした場合、２４％のとき、どのように投票結

果の尊重義務を考えればよいのか。 
○得票率２５％の考え方は投票率により変化するのではないか。

例えば「投票率５０％で得票率２５％」と「投票率２５％で得

票率２５％」では全く考え方が異なるのではないか。 
○得票が一方の選択肢に偏る事例も多い点を考慮するべきで

はないか。 

 ○ 投票結果の一定の信頼性を確保し、市民

投票の尊重義務を担保するためには、成

立要件として投票率を設けることが妥当

である。 

○投票率の設定については、投票資格者の少

なくとも半数が投票に参加したというこ

とをもって、投票に参加してない市民に対

しても投票結果に信頼性を持たせ、行政と

して投票の尊重義務を果たすべきである

から、投票率を２分の１以上とすることが

妥当と考える（過去の市長選挙、市議会議

員選挙の投票率も 6～7割となっている）。

○一方、現実的にはボイコット運動が投票率

を左右する懸念も指摘されていること等

から、投票率の具体的な設定は慎重に検討

する必要がある。 
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論点５ 投票運動 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案） 
 

事務局による論点の整理（案） 

○投票運動は自由とすることを前提とす

べきではないか。 
○投票運動について罰則まで設けず、注意

喚起的な規定で止めるのでいいのでは

ないか。 
 

 ○投票結果の尊重義務を担保するためには市民の自由で活発な議

論が不可欠ではないか。 

○罰則等を設け投票運動を規制すれば、自由な投票運動を萎縮さ

せてしまうのではないか。 

○罰則等を設けないにしても買収、脅迫等を行わないように広報

等で市民に呼びかけるのは必要ではないか。 

 ○投票運動は自由とし、市民の自由で活発な議論を促す必

要がある。 

○ただし、買収、脅迫等の行為については市民生活を脅か

し、市民の間の健全な議論を阻害するため、広報等でそ

のような行為がないように呼びかける必要がある。 

 
選択肢１： 投票運動について、罰則等を設け、規制する。 選択肢２：投票運動について、罰則等を設けず、注意喚起を行う。

選択肢３： 投票運動は規制しない。 

（自由に投票行動を行うことができる。 

特徴 ・投票運動を規制し、違反する投票運動がある場合には、罰則等

を設けることを検討する。 
・投票運動について、罰則等を設けず、買収等を行うことがない

ように注意喚起を行う。 
・投票運動は規制を行わず、自由に投票活動を行うことができる

ものとする。 
課題 ・投票運動を規制することにより、自由な投票運動を萎縮させる

可能性がある。 
・違反した場合の直接的な効果がないため、買収等の投票運動を

実効的に抑止できるか不透明である。 
・不正行為（買収や脅迫等）に対する強制力がない。 
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論点６ 投票請求の制限期間 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 選択肢１：投票請求の制限期間を設けない。 選択肢２： 投票請求の制限期間を設ける。 

特徴 ・投票請求の制限期間は設けず、同一の事案であっても、いつでも何度でも投票の実施を請求す

ることができる。 

・同一の事案について投票を行う場合には、一定期間投票請求の制限期間を設ける。 

・一定期間投票結果の安定を確保することができる。 

課題 ・同様の趣旨の市民投票が繰り返し行われる可能性がある。 

・市民投票実施後、直ちに同一の事案について投票が発議され、それぞれ違う結果になった場合

に、投票結果をどのように尊重するかを判断しがたい。 

・当市においては、他の自治体とは異なり、市民が投票を請求する場合、署名数が請求権者の５

０分の１と４分の１の場合で投票を請求することができ、５０分の１の場合であれば、比較的

容易に投票請求ができることを考慮する必要がある。 

・ 投票の対象事項が同一のものであるかどうかの判断を、誰がどのような基準で行うのかを検討

する必要がある。 

・ 投票請求の制限期間をどのような基準で決定するかが問題となる。 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案） 
 

事務局による論点の整理（案） 

○投票請求の制限期間を設けないと、投票結果が出た

後、すぐにその投票結果に反対する投票請求が行わ

れる可能性があり、住民投票合戦のような状況が発

生する懸念がある。 
○他の自治体の状況を考えると、投票請求の制限を行

う方が良いのではないか。 
○他の自治体においては２年間の投票請求の制限期間

を設けている自治体が多いが、選挙が４年ごとにあ

るため、２年間経てば選挙の争点になりうることか

ら、その点を考慮して投票の請求の制限期間を２年

間と定めており、ある程度合理的ではないか。 
 

 ○投票請求の制限期間を設けない場合、同一内容

の投票が乱発されると尊重義務が果たせないの

ではないか。 

 

 

 

○投票請求の制限期間を設ける場合、どのような

考え方で制限期間を設ければよいのか。 

 

 

 ○投票結果の尊重義務を担保するために、投票請求の制

限期間を設けるものとする。 

○投票請求の制限期間の設定については、他の自治体が

２年の制限期間を設けているのを参考にどのような

期間が合理的であるのかを検討する。 
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論点７ 投票の実施期日 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

 選択肢１：実施期日を定めず、案件ごとに設定する。 選択肢２：実施期日の目安を設定する。 

特徴 ・実施期日は定めず、投票の案件ごとに定める。 ・投票の案件ごとに定めるのではなく、実施期日について「○日以内に行う」等の目安となる規

定を設ける。 
課題 ・案件ごとに実施期日を決定するため、投票の実施時期が不明確である。 

・実施期日を定める際に誰がどのような基準を定めるかを検討する必要がある。 
 

・投票実施の期日の目安をどのような基準で設定をするのかを検討する必要がある。 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案） 
 

事務局による論点の整理（案） 

○徳島市の吉野川可動堰に関する住民投票条例では、施行

期日を決めない条例であったため、条例がいつ施行され

るか分からず投票の実施が不透明であったことを考慮

すれば、投票の実施期日は設ける方がよいのではない

か。 
 

 ○市民投票を制度として担保するのであれば、投

票の実施期日の目安を設定するべきではない

か。 

 ○投票の実施期日については、制度として担保すること

を考慮し目安を設定する。 

○その際には、他の自治体での検討状況を参考にしなが

ら、実務上の処理期間等を考慮して設定する。 
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論点８ 情報提供のあり方 

１ 検討委員会に提示した選択肢 

○ 情報提供主体について 

 行政が行う場合 第３者委員会を設置して行う 行政は情報提供を行わず、市民の自発的な情報収集に委ねる 

特徴 ・投票の案件について、行政が公平・中立性に十分配慮しながら

情報提供を行う。 
・公平・中立的な観点からの情報提供が可能である。 
 

・行政の情報提供を行わず、市民が自由な意思に基づいて投票の

対象について自発的に勉強会等により情報収集を行う。 
課題 ・投票の案件によって、行政の一方的な情報提供に止まる可能性

がある。 
・委員会の委員について、誰がどのような基準で選任するのかを

検討する必要がある。 
・第３者委員会に投票の案件についての情報がない場合、行政の

情報に頼ることになる。 

・投票結果による財政への影響等の現実的な観点からの情報を得

た上で、投票が行われないと、結果的に投票結果を尊重できな

い状況が生まれ、実効性をもった投票にならない可能性があ

る。 

○ 情報提供の方法について  

 投票の対象事項、日時、投票所の案内のみ情報提供を行う。 投票の案件について、賛成側、反対側の意見を両方載せた上で情報提供を行う。 

特徴 ・投票の案件の中身については、その内容等には触れず、投票事項や日時、投票所の案内のみを

行う。 
・投票の案件について賛否等の説明や考え方ではなく、事務的な情報のみであるので、賛成側や

反対側のどちらにも偏りがなく中立性が高い。 

・投票案件について、賛成側、反対側の意見を両方載せた上で情報提供を行う。 
・市民は投票案件について両者の意見を確認することができる。 

課題 ・投票を行うにあたり、判断材料が少なく、適切な判断ができない可能性がある。 ・賛成側、反対側の主張を、誰がどのような基準で選び、情報提供するのかを検討する必要があ

る。 

 

２ 検討委員会でのこれまでの議論と論点の整理（案） 

検討委員会での主な意見 
 

検討の視点（案） 
 

事務局による論点の整理（案） 

〈情報提供主体について〉 

○広報、ホームページ等により基本的に行政が市民

に情報提供を行うべきではないか。 
○第３者委員会については検討の価値があるが、技

術的には委員の選任等を実施するにあたり、公

平・中立性の担保は難しいのではないか。 
〈情報提供の方法について〉 

○賛成側・反対側の意見を両方載せた上で情報提供

を行うべきではないか。 
○賛成側・反対側の意見を載せる際には、その両者

の意見をどのような形で選ぶかを検討する必要

がある。 
 

 ○投票結果による財政への影響等の現実的な観点からの

情報を得た上で、投票が行われないと、結果的に投票

結果を尊重できない状況が生まれ、実効性をもった投

票にならないのではないか。 

○対象事項や投票の実施日時、投票所の案内等の事務的

な情報だけでは、投票を行うにあたり、判断材料が少

なく、適切な判断ができない可能性があるのではない

か。 

 ○市民が投票に際し十分な情報のもと健全な議論を経

て投票を行えるように行政は公平性・中立性に配慮

しつつ情報提供を行うものとする。 

○情報提供を行うにあたっては、投票期日等の事務的

な情報だけではなく、適切な判断が可能になるよう

に賛成・反対両面からの意見を掲載できるように情

報提供のあり方を検討する。 

 


